
演習名 国際経済法演習 担当教員 川島富士雄先生 

開講曜日時限    月曜2限 

１．演習内容 

担当教員は従来、世界貿易機関（WTO）紛争解決手続の研究、同パネル・上級委員会報告の判例分析に加

え、日中独占禁止法を中心にアジアにおける競争法の発展に関する研究等に従事してきました（参考 川島

個人ブログ：https://fujiokawashima.wordpress.com/about-2/）。そこで、本演習では、「国際経済法」の

厳密な定義はさておき、国際的経済活動に関係する法制度に関心を持つ学生を幅広く募集します。例えば、

次のような問題に関心を持つ学生は是非ご参加ください。 

 １）2025年1月発足の米国・第2次トランプ政権は、中国だけでなく、全世界に対し「相互関税」等の関税

を発動した。また、米国は半導体等ハイテク製品の対中輸出を制限したりもしている。これってWTO

上、問題ないのだろうか？ 

 ２）ロシアのウクライナ侵攻後、G7各国を中心にロシアに対する半導体の輸出禁止やロシアからの原油輸

入の禁止などの制裁を発動している。これってWTO上、どう評価されるのだろうか？  

 ３）最近ニュースで「経済安全保障」という用語をよく耳にするけど、一体どういう意味なんだろう？ 

 ４）中国が提唱する「一帯一路」構想に基づいて、アジアからアフリカまでさまざまなインフラ投資の動

きが見られるが、「一帯一路」とは一体どんな構想で、これにより国際経済秩序はどのように変化し

ていくのだろうか。 

５）中国が独占禁止法を活発に運用するようになり、日本企業を含め「外国企業が狙い撃ちされている」

とも言われるが、本当にそうなんだろうか。 

 

基本的に参加者の関心テーマに基づいた報告を中心に運営します。１）や２）に関心を持つ学生が多けれ

ば、WTO紛争解決パネル・上級委員会報告を原典（英語）で読む機会や英語ディスカッションの機会を設定し

ます。ここ数年は、米中経済摩擦を中心テーマにしつつ、その年その年の最新動向（例えば、コロナとワク

チン特許、ロシアのウクライナ侵攻を受けた各国の対ロ制裁、「環太平洋パートナーシップに関する包括的

及び先進的な協定（CPTPP）」、「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」、トランプ関税等）も取り上げていま

す。 

 

２．運営及び応募者への希望 

将来、国際的なビジネスに携わりたいと思っている人、国家公務員として世界を相手に交渉したいと考え

ている人、国際公務員を目指している人、最新の国際問題について議論したい人など、幅広く歓迎します。

関心テーマにもよりますが、例えば、上記１）～２）のテーマに取り組めば、英語の実力を試し、それを伸

ばすチャンスですし、１～2年次に中国語を学んだという学生は、例えば、上記４）、５）等を選べば、その

語学力をより実践的に活用する、よい機会になると思います。将来、英語も中国語も使いたいと考えている

学生は、本演習で是非その能力を磨いてもらえればと思います。 

なお、演習参加者には、担当教員が前期に並行して開講する講義「国際経済法」（火曜１限）を合わせて

受講してもらえればと思います（既履修者を除く）。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（  ３０ 単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・ 優先しない  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

https://fujiokawashima.wordpress.com/about-2/


５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

成績評価方法 

ゼミでの報告内容・討論貢献度・出席を総合的に評価します。 

 

 

 



演習名 行政学演習 担当教員 砂原 先生 

開講曜日時限 火曜4限 

１．演習内容 

担当者が行っている研究プロジェクト「公正な選挙のための信頼形成」（JST-RISTEX）に関連した研究を行いま

す。このプロジェクトでは、SNSなどで拡散される誤情報や感情的な主張が一部の有権者の信頼を集め、政治不信

を助長して選挙の公正性や正統性を脅かす事例が増える中で、どのような要因が人々の政治についての感情を動か

すのか、また誤情報などが氾濫する中でどのようにすれば人々に有効な情報提示を行うことができるのか、という

ことを検討し、教育・啓発活動や報道のあり方を改善する実践的な対策を開発することを目指すものです（詳細は

こちら https://www.jst.go.jp/ristex/digist/projects/r07-pi-a07.html）。 

このプロジェクトの期間は3年間で、2026年はその1年目に当たります。XやYouTubeなどのソーシャルメディア分

析、オンライン・プラットフォームを用いたサーベイや実験、政治家や社会運動参加者などへのインタビュー、誤

情報対策のゲームやアプリの開発など、課題へのアプローチの仕方はさまざまに考えられます。演習では、課題に

ついての基礎的な学習をしたうえで、特定の方法を教員が決めるのではなく、受講者が教員と相談しながら主体的

に進めていくPBL的な手法を採ります。何か理論や方法を学ぶというよりも、誤情報や偽情報に対抗するための対

策を考え、社会実装を目指すための共同研究をしたいと考えています。 

 

２．運営及び応募者への希望 

・プロジェクトでは、神戸新聞社をはじめとしたメディアや他の研究者との共同研究を行っていますので、学外の

人とのやり取りがあったり、学外のイベントに参加したりする機会があったりします（予定）。授業だけではな

く、そのような機会を厭わずに参加して欲しいと思います。 

・プロジェクトは3年あるので、最長3年間、長く参加してくれる人は大歓迎です。 

・必須ではありませんが、「政治データ分析」を履修していると良いと思います。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（       単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・ 優先しない  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

 

 成績評価方法 

授業内の報告40％、レポートあるいは成果物30％、質問や意見など授業への貢献30％ 

 

 

 

https://www.jst.go.jp/ristex/digist/projects/r07-pi-a07.html


演習名 法社会学演習 担当教員     高橋 裕 

開講曜日時限    火曜５限 

１．演習内容 

2026年度の法社会学演習は，「ネットワーク社会における紛争と市民の法利用」と題して開講する。 

 日本では，西欧諸国や米国などに比べて，司法制度の作動する場面が少ないとしばしば言われる。人口比

での訴訟件数の少なさ／弁護士数の少なさなどが，その例証として挙げられることも多い。司法制度改革に

おいて弁護士数増加などの施策がとられたのには，司法への市民のアクセスを高め法利用を活性化するとい

う目的もあった。にもかかわらず，それからおよそ15〜20年を経過した2020年頃の時点では，司法制度の利

用が活性化しているとは到底言えなかったところ，ここ数年は，裁判所における訴訟件数・調停件数が急増

しつつあり，また，犯罪認知件数も上昇に転じるなど，日本社会における紛争の発生状況，そしてそれに対

する法利用の状況に関して，大きな変化が生じていることが窺われる。法関連情報の入手が，インターネッ

ト（生成ＡＩを含む）を通じて容易になっていることも，この変化に関与している可能性がある。 

 そこで，今回の演習では，21世紀に入ってからの日本における市民の紛争経験および法利用の状況を分析

した研究文献を講読するとともに，まだ研究が進んでいないここ数年の状況について，さまざまな素材を活

用しながら，分析・検討を行なうこととしたい。インターネット・ＳＮＳを介した紛争発生および対処が増

えていることも踏まえ，そうした状況を可能な範囲で正確に把握することも本演習の一つの目的である。主

に民事的事案を念頭におくが，市民の経験においては民事と刑事を区別しがたいので，犯罪現象も一定程度

視野に入ってくるだろう。 

 授業は通年で実施する。前期は，関連する先行研究を講読したうえで，受講者各自が，自分が関心を持つ

紛争現象に即して，検討を開始する。夏休み中に調査を行なったうえで，後期は，その成果を持ち寄りなが

ら，日本における紛争の現況とそれに対する法利用の状況を分析する作業に取り組みたい。なお，12月上旬

にはインターカレッジ（神戸大学・同志社大学・立命館大学ほか）の合同ゼミに参加して，ゼミとしての報

告を行なう。年度末には，各人が関心を検討した事例レポートの執筆・提出を各受講者に求める。 

 

２．運営及び応募者への希望 

 授業の運営は通常のゼミの形式による。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（       単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する・優先しない 該当しない（25年度不開講） 

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する・優先しない 該当しない（25年度不開講） 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 

同時に募集する（通年演習） 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

 成績評価方法 

平常点（70％）、および各学期末に提出を求めるレポート（30％）によって評価する。レポート

提出は単位取得の要件である。 

 



演習名 経済法演習 担当教員 柴田潤子 先生 

開講曜日時限    火曜日5時限 

１．演習内容 

 

経済法に関するテーマについて、調査、研究を進め、最終的にはポスター発表ができるようになることを目標とし

ます。 

経済法として、独占禁止法、スマホソフトウェア競争促進法、中小受託取引適正化法（取適法・下請法）、フリー

ランス法、不当景品類及び不当表示防止法、消費者に関係する法、各種事業法など、経済・取引に関する法律全般

を演習で扱います。その中で、研究のテーマとしては、例えば、カルテル・入札談合、取引におけるさまざまな問

題、デジタルエコノミーをめぐる問題、特定の規制分野(電気通信・電力等)等、外国の競争法を含めて、幅広いテ

ーマの設定が可能です。ゼミの中で、参加者の関心に応じてテーマを選び、調査を進め、研究発表・報告を行いま

す。 

 

 

２．運営及び応募者への希望 

経済法の知識は不要です。経済に関わる法・問題に関心がある方を希望します。 

 

 

 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（       単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・ 優先しない（該当なし）  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・ 優先しない（該当なし）  

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について  

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

 

 成績評価方法 

授業における発言及び報告の内容に基づいて評価します。授業には出席してください。 

 

 

 



演習名 商法演習 担当教員 榊 素寛 

開講曜日時限 木曜５限 

 

１．演習内容 

 

 会社法上の重要判例・論点についての深掘りを行う。 

 今年度は、システム上は各学年12名の募集であるが、合計10名以内の少数精鋭を対象に、1人1回の判例報告を行

ったうえで、判例よりは論文を読むことが理解に有益なテーマについては全員で論文（記念論文集クラスの新しめ

のもの）を輪読することを想定する。 

 想定する教育レベルは、法科大学院（在学中受験で合格することを当然の前提とする者）、研究者、会社法の深

いレベルの理解が必要な職に就く予定の者に適した水準に設定する。 

 扱うテーマは、機関・株式・組織再編を予定している。 

 ３年次生については、上記の進路を予定していることを前提に、並行して商法Iを履修中でも構わない。 

  

 

２．運営及び応募者への希望 

 

 今年度は、多くの学生の参加は求めない。人数を絞り込み、徹底的に鍛え上げるつもりである。 

 システム上、12名以下の応募の場合、自動的にセレクションに通ることになり、要求水準とのミスマッチが 

あるとお互い不幸であるため、覚悟のない学生は応募しないことを求める。 

  

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位・ 緩和する（       単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・■優先しない  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・■優先しない 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・■優先しない 

 

 

 成績評価方法 

 割り当てられた報告（5割）、教室での質疑による平常点（5割）による。 

 

 

 



演習名 法社会学演習 担当教員 馬場先生 

開講曜日時限 木曜５限   

１．演習内容 

 ２０２６年の馬場法社会学演習は、前期は法社会学研究の文献や論文の購読、後期は日本の司法統計の分析を行

う予定です。 

 前期については、日本の近年の法社会学研究者のすぐれた研究論文や文献を購読します。どれがすぐれた論文・

文献であるかは、私の方でも紹介しますが、文献については、２０１０年から２０２３年までに出された５１冊を

解説したブックガイド（飯田 高/太田勝造/佐藤岩夫・編『法社会学ブックガイド 2010-2023 』信山社(2025)）が

でましたので、それを読む中で、候補を絞ろうと思います。また後期に備えて、日本の司法統計についての主に私

の書いた論文も扱う予定です。論文や文献の選定については、参加者の意向や関心も尊重する予定です。 

 後期は、日本の司法統計を実際にデータとして使い、各人がそれぞれ分析し、法社会学研究を行ってもらおうと

思います。用いるものは、戦前、あるいは戦後の、全国レベル、あるいは都道府県レベルの、民事・行政、刑事、

家事の司法統計です。またアメリカ施政下の沖縄の司法統計もあります。これらは図書館やオンライン、あるいは

私が個人的に持っているものを使うことになります。 

 こうしたデータの中から各自の関心に応じて、特定の分野のものを選択し、PC にデータとして入れて、人口比

をとったり、他のデータ（地域ごとの GDP など）との相関を撮ったり、時系列の変化を見たり、地域差を見出した

りする中で、差異や変化がどうして生じているのか、検討してもらおうと思います。具体的な分析方法について

は、ゼミの中で紹介します。統計の知識は基礎的なもの（高校数学レベル）があれば十分です。日本の司法制度が

戦前戦後の時系列の中で、どのように使われてきたのかに関心を持つ人で、実際のデータで社会科学的調査研究を

するとはどういうことなのか、その入口を経験してみたい方、おいでください。各自の PC にデータを打ち込んで

もらう予定ですので PC が必要です。統計処理に関しては、表計算ソフトの関数を使う簡単な操作程度で十分で

す。この程度でも、アイデアと着眼点次第で十分面白い分析ができることがわかるでしょう。 

 

２．運営及び応募者への希望 

 このゼミは、学年を問うものではありません。２年生では難しく、４年生なら易しい、ということはありませ

ん。興味とやる気のある方は、遠慮なく参加していただきたいと思います。学術論文の購読と、データの分析を通

して、法社会学という学問に触れてみたい方、ぜひおいでください。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ２年生：１８単位 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 同時に募集する（通年演習） 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を 優先しない 

 

 成績評価方法：ゼミへの積極的な参加と、十分な準備・自己学習をしたかどうかで判定します。 

 




